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運送業における労働災害防止について

奈良労働基準監督署

安全衛生課



令和７年 奈良県内 労働災害発生状況（休業４日以上の死傷者）
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1 142 1 147 -5 -3.4%

《注２》 の数字は、死亡者数を内数で示している。
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令和７年　業種別労働災害発生状況　（前年同期対比）

《確定》

建 設 業

《注３》  （　　）の数字は、新型コロナウイルス感染症にり患した労働者数を内数で示している。

　※ 参考：陸上貨物運送事業

　※ 「陸上貨物運送事業」とは、道路貨物運送業と陸上貨物取扱業を合わせた呼称である。

《注１》 この統計は、労働者死傷病報告に基づく。（両年とも月末日までに機械入力処理した報告の集計である。）
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令和7年 奈良県内 労働災害発生状況（休業４日以上の死傷者）

令和7年 奈良県内の死亡労働災害事例

番号 署別 発生月 業種 災害発生概要
起因物

事故の型

１ 葛城 ２月 製造業
加工用機械の試運転を行い、機械横において作動
状況を確認していたところ、回転する羽根に巻き
込まれた。

混合機、粉砕機

はさまれ・巻き込まれ

２ 奈良 ６月 保健衛生業

軽トラックを運転しようと、上半身だけ車体の中
に入れた状態でエンジンをかけたところ同トラック
が前進し、建造物にトラックのドアがぶつかり、
ドアと車体にはさまれた。

トラック

はさまれ・巻き込まれ

３ 葛城 ６月 警備業 熱中症（道路工事の交通誘導作業）
高温・低温環境

高温・低温の物との接触

４ 大淀 ７月 農業 熱中症（公園維持管理作業）
高温・低温環境

高温・低温の物との接触

５ 奈良 １１月 接客娯楽業
可搬式ディスクグラインダを使用してドラム缶を
加工していたところ、ドラム缶内部の可燃性ガス
に火花が引火し爆発した。

引火性の物

爆発



奈良局管内における道路貨物運送業
労働災害発生件数の推移

（休業４日以上の労働災害 ※新型コロナウイルス除く）
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道路貨物運送業
事故の型別  労働災害発生状況（奈良局内） 
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墜落・転落 転倒 飛来・落下 はさまれ・巻き込まれ 交通事故 動作の反動・無理な動作 その他

R5（確定）

R6（確定）

R7（確定）

墜落・転落災害の内、
16件は、荷役作業中に荷台からの墜落災害、

8件は、運転席やステップから昇降している際の墜落災害

また、洗車作業、荷台の清掃作業時にも、墜落転落災害
が発生しています。

傷病内容として、足、手首、骨盤、頭等の骨折が18件
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運送業における労働災害防止対策



運送業における労働災害防止対策



運送業における労働災害防止対策

8

トラックでの荷役作業時における安全対策の強化

トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます
https://www.mhlw.go.jp/content/001108427.pdf



9

1 昇降設備、保護帽の設置義務の範囲が拡大されます
R5.10.1
施行

● 昇降設備について（安衛則第151条の67関係）

荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置義務の対象となる貨物自動車について、最大積載量が5トン以上

のものに加え、2トン以上5トン未満のものが追加されます。

「昇降設備」には、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップ等が含まれます。

なお、昇降用ステップは、できるだけ乗降グリップ等による三点支持等により安全に昇降できる形式のものとする

ようにしてください。
○：現行の規則、●：新設、△：望ましい措置

2t未満 2t以上 
5t未満

5t以上 備 考

床面から荷の上

又は荷台までの

昇降設備の設置

△ ● ○

高さ1.5mを超える箇所で作業を行う

ときは、安衛則第526条第1項の規定

に基づき、原則として昇降設備の設置

が義務付けられています。

【テールゲートリフターをステップとして使用する場合の留意事項】

原則として、テールゲートリフターの昇降時には、

労働者を搭乗させてはいけません。

※詳細についてはメーカー取扱説明書をご参照ください。



10

1 昇降設備、保護帽の設置義務の範囲が拡大されます
R5.10.1
施行

●保護帽について（安衛則第151条の74関係）

荷を積み卸す作業を行うときに、労働者に保護帽を着用させる義務の対象となる貨物自動車について、最大積載量が

5トン以上のものに加え、以下のものが追加されます。

① 最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車であって、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉

できるもの（平ボディ車、ウイング車等）。

② 最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車であって、テールゲートリフターが設置されているもの（テール

ゲートリフターを使用せずに荷を積み卸す作業を行う等の場合は適用されません）。

保護帽は、型式検定に合格した「墜落時保護用」のものを使用する必要があります。

○：現行の規則、●：新設、△：望ましい措置

2t未満 2t以上 5t未満 5t以上 備 考

墜落による危険を

防止するための

保護帽の着用
△

●

（上記①②）

○

高さ2m以上の箇所で作業を行うとき

は、安衛則第518条の規定に基づき、

墜落による危険を防止するための

措置を講じる必要があります。

△
（上記①②）

※荷の積み卸しを伴わない作業については、陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン

において、昇降設備の設置や墜落・転落の危険のある作業において保護帽を着用することとされています。

（上記以外）



運送業における労働災害防止対策





職場における熱中症対策の強化について
令和７年６月１日 改正労働安全衛生規則 施行



職場における熱中症対策の強化について

令和７年６月１日 改正安全衛生規則 施行



職場における熱中症対策の強化について

令和７年６月１日 改正安全衛生規則 施行

手順等の作成

• 体外から冷却

する措置

• 体内から冷却

する措置

• 熱中症を生じた

恐れがある作業

者を１人きりに

しない

報告体制の整備

• 作業場の責任者

等報告を受ける

者の連絡先を

定める

• その者への連絡

方法を定める。

関係者への周知

• 事業場の見やす

い箇所への掲示

• メールの送付

• 文書の配布

• 朝礼における

伝達等口頭に

よる



出典：建設業労働災害防止協会（建災防）HP サンプル



熱中症のおそれのある者に対する処置の例（フロー図）

熱中症のおそれのある者を発見

作業離脱、身体冷却

意識の異常等

自力での水分摂取

救急隊要請

医療機関への搬送 経過観察

回復後の体調急変等により症状が悪化するケースがあるため、

連絡体制や体調急変時等の対応をあらかじめ定めておく。

熱中症が疑われる症状例

【他覚症状】
ふらつき、生あくび、失神、

大量の発汗、痙攣 等

【自覚症状】
めまい、筋肉痛・筋肉の硬直

（こむら返り）、頭痛、不快感、

吐き気、倦怠感、高体温 等

「意識の有無」だけで

判断するのではなく、
① 返事がおかしい

② ぼーっとしている

など、普段と様子がおかしい場合も

異常等ありとして取り扱うことが適当。

判断に迷う場合は、安易な判断は避け、 

＃7119等を活用するなど専門機関や

医療機関に相談し専門家の指示を仰ぐ

こと。

回復回復

回復しない、症状悪化

（単独作業の場合は常に連絡できる状態を維持する）

異常等なし

できるできない

医療機関までの搬送の間や経過観察中は、一人にしない。

異常等あり
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ご安全に
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